
は
じ
め
に

Ｐ
・
ノ
ラ
主
編
の
大
著
『
記
憶
の
場
』
に
代
表
さ
れ
る
「
歴
史
の
記
憶
」
研
究
、

お
よ
び
そ
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
「
戦
争
の
記
憶
」
研
究
は
、
先
鞭
を
つ
け
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
現
代
史
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
早
期
に
導
入
し
た
日
本
近
現
代
史
に
お
い

て
、
大
き
な
成
果
を
生
み
出
し
て
い
る
〔
ノ
ラ
二
〇
〇
二
、
阿
部
一
九
九
九
、
森

村
二
〇
〇
六
な
ど
〕。
翻
っ
て
中
国
史
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
露
布
や
紀
功
碑

（
戦
争
記
念
碑
）、
軍
楽
な
ど
、「
戦
争
の
記
憶
」
に
関
わ
る
各
種
装
置
の
個
別
的
な

分
析
に
は
一
定
の
成
果
が
あ
る
。
と
り
わ
け
石
刻
史
料
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な

金
石
学
以
来
の
蓄
積
が
膨
大
に
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
「
戦
争
の

記
憶
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
即
し
て
再
構
築
す
る
作
業
、
換
言
す
れ
ば
「
戦
争
の
記

憶
」
を
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
創
出
し
、
誰
と
と
も
に
共
有
を
図
っ

て
い
る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
包
括
的
な
検
討
は
、
現
時
点
に
お
い
て
ま
だ
十

分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
戦
争
の
結
果
が
、
ど
の
よ
う
な
構
成
員
に
よ
っ
て
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
共
有
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
唐
代
を
対
象
に
分
析
を

進
め
て
い
く
。

戦
争
の
結
果
を
報
告
・
受
理
・
公
示
・
保
存
す
る
過
程
と
い
う
も
の
は
、
実
の

と
こ
ろ
中
国
前
近
代
を
通
じ
て
大
き
な
変
化
が
あ
ま
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中

国
史
に
お
け
る
「
戦
争
の
記
憶
」
研
究
は
超
時
代
的
な
慣
行
の
抽
出
に
終
始
す
る

可
能
性
も
多
分
に
あ
る
。
た
だ
、
唐
代
は
関
連
す
る
諸
制
度
の
整
備
が
進
み
、
史

料
上
に
も
現
れ
て
、
全
体
像
が
把
握
可
能
に
な
る
最
初
の
時
期
に
当
た
る
。
本
稿

が
唐
代
を
対
象
に
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

一

戦
勝
の
記
録
と
公
示

『
大
唐
開
元
礼
』（
以
下
『
開
元
礼
』
と
略
称
）
軍
礼
に
は
、
発
兵
か
ら
帰
還
に

至
る
ま
で
の
一
連
の
出
征
儀
礼
が
定
め
ら
れ
て
い
る
〔
丸
橋
二
〇
一（
１
）
三
〕。
そ
の
う

ち
、
戦
争
終
了
後
に
行
わ
れ
る
諸
儀
礼
を
摘
記
し
、
時
系
列
に
即
し
て
整
理
し
た

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
―＊

丸

橋

充

拓

キ
ー
ワ
ー
ド：

戦
争
の
記
憶
、
軍
事
儀
礼
、
軍
楽
、
戦
争
記
念
碑

＊
島
根
大
学
法
文
学
部
社
会
文
化
学
科

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月

六
五



の
が
表
１
で
あ
る
。

王
博
氏
は
、
戦
争
後
の
儀
礼
を
、
戦
勝
の
報
告
を
行
う
「
献
捷
」
と
捕
虜
の
送

致
を
行
う
「
献
俘
」
に
分
類
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
〔
王
博
二
〇
一
二
ａ
・

四
五
頁
〕。
私
は
こ
の
区
分
を
継
承
し
つ
つ
、
前
者
に
「
捷
報
の
伝
達
・
公
示
手
続

き
（
情
報
の
移
動
）」、
後
者
に
「
遠
征
軍
の
凱
旋
・
解
団
手
続
き
（
人
の
移
動
）」

と
い
う
意
味
合
い
を
加
味
し
て
、
以
下
の
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
一
）
捷
報
の
伝
達
と
公
示
（
献
捷
）

遠
征
軍
勝
利
の
情
報
（
捷
報
）
は
、
現
地
に
お
い
て
ま
ず
露
布
と
い
う
文
書
に

記
さ
れ
、
都
に
向
け
て
伝
送
さ
れ
た
。
露
布
の
様
式
や
記
載
内
容
、
起
草
後
の
手

続
き
に
つ
い
て
は
、
中
村
裕
一
氏
や
Ｄ
・
グ
ラ
フ
氏
、
王
博
氏
の
研
究
が
あ
る
〔
中

村
一
九
九
一
、G

raff２００９

、
王
二
〇
一
二
ｂ
〕。
表
１
お
よ
び
先
学
の
成
果
を
参

照
し
つ
つ
、
露
布
の
提
出
か
ら
受
理
、
公
示
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
た
ど
っ
て
み

よ
う
。

ま
ず
露
布
の
起
草
・
送
付
段
階
に
つ
い
て
。
露
布
は
遠
征
軍
司
令
官
の
名
の
下

に
発
令
さ
れ
た
。
唐
代
前
期
に
あ
っ
て
は
行
軍
総
管
が
、
後
期
に
は
節
度
使
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。
起
草
の
実
務
を
担
っ
た
の
は
、
前
期
で
は
行
軍
記
室
参
軍
事
・

行
軍
管
記
、
後
期
で
は
節
度
掌
書
記
な
ど
、
司
令
官
に
直
属
す
る
書
記
官
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
完
成
し
た
露
布
を
都
へ
送
る
際
に
は
、
遠
征
軍
に
加
わ
っ
た
幕
僚

が
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ（
２
）

た
。

つ
い
で
露
布
が
受
理
さ
れ
、
公
示
さ
れ
る
ま
で
の
手
順
は
『
開
元
礼
』「
平
蕩
寇

賊
宣
露
布
」
の
規
定
お
よ
び
中
村
氏
・
王
氏
の
研
究
か
ら
、
次
の
よ
う
に
復
原
で

き
る
。

�
兵
部
侍
郎
が
露
布
を
受
理
し
、
儀
礼
の
場
に
奏
聞
。

�
中
書
令
が
露
布
を
受
領
し
、
皇
帝
に
献
上
。

�
皇
帝
が
受
理
、
御
画
。

表１『開元礼』軍礼の凱旋儀礼
典拠

平蕩寇賊宣露布（巻八四）

遣使労軍将（巻八四）

皇帝親征告於太廟（巻八三「凱旋献俘」の項）
制遣大将出征有司宜于太社（巻八七「若凱旋～」以下）
制遣大将出征有司告於太廟（巻八八「若凱旋～」以下）

儀礼（内容）

献捷（露布＝戦勝報告書の送付）

慰労（皇帝から凱旋軍へ）

太廟・太社への告礼（祝文の奉
読、献俘）

１

２

３

表２ 唐代後期の凱旋儀礼
備考

凱楽を伴うパレード
在京百姓が環視

有司摂事

在京百官・諸道使節
が参列

在京百姓が環視

（妹尾一九八九 図１を参照して作成）

担当官

神策軍

兵部・太常寺

刑部・大理寺

場所

臨皐駅・長楽駅

太廟、太社、太清宮等

宮城興安門等

東西両市

戦地～帰路

城外近郊

城内

内容

戦勝、敵兵の捕縛

凱旋・械送

迎接

告功

皇帝受俘→百僚称賀
→誅戮勅
徇市→棄市→梟首・
尸市

１

２

３

４

５

６

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
―

六
六



�
中
書
令
は
「
制
有
り
」
と
称
し
、
露
布
を
宣
布
。

�
群
官
・
客
使
が
再
拝
・
舞
踏
。

�
露
布
を
中
書
令
か
ら
、
兵
部
尚
書
、
兵
部
侍
郎
へ
と
手（
３
）
交
。

兵
部
に
よ
っ
て
上
奏
の
形
に
整
え
ら
れ
た
露
布
は
、
皇
帝
に
よ
っ
て
受
理
さ
れ

た
後
、
中
書
令
に
よ
っ
て
宣
布
さ
れ
る
。
儀
礼
の
場
で
直
接
こ
れ
を
受
け
止
め
る

の
は
、
参
列
を
許
さ
れ
た
「
群
官
・
客
使
」
た
ち
で
あ
り
、
�
に
お
い
て
捷
報
の

公
示
を
拝
受
・
祝
賀
す
る
身
体
動
作
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
�
に
お
い

て
公
示
さ
れ
た
官
軍
の
勝
利
は
、
在
京
百
官
お
よ
び
外
国
使
節
の
間
で
共
有
さ
れ

た
の
で
あ（
４
）
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
天
下
に
周
知
さ
れ
た
捷
報
は
、
次
に
史
館
に
送
付
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い（
５
）
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
記
録
と
し
て
保
存
す
る
た
め

で
あ
る
。『
太
白
陰
経
』
巻
七
・
捷
書
類
・
露
布
篇
に
掲
げ
ら
れ
た
露
布
様
式
の
末

尾
に
「
特
望
宣
布
中
外
、
用
光
史
冊
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
〔G

raff

２００９

、p.１５１

〕、
露
布
が
そ
も
そ
も
天
下
へ
の
公
示
と
後
世
へ
の
保
存
を
念
願
し
て

作
成
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

（
二
）
遠
征
軍
の
凱
旋
と
解
団
（
献
俘
）

露
布
（
情
報
）
が
都
に
届
け
ら
れ
る
と
、
一
足
後
れ
て
遠
征
軍
（
人
）
が
帰
っ

て
く
る
。
帰
還
し
た
遠
征
軍
が
関
わ
る
諸
儀
礼
（
以
下
、
凱
旋
儀
礼
と
総
称
す
る
）

の
な
か
で
も
、
古
来
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
き
た
の
が
、
凱
旋
後
に
適
当
な
日
を

選
ん
で
開
催
さ
れ
る
太
�
・
太
社
の
告
功
儀
礼
で
あ
っ（
６
）
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
王
博
氏
の
専
論
お
よ
び
拙
稿
に
譲
る
と
し
て
〔
王
二
〇
一
二
ａ
・
ｂ
、

丸
橋
二
〇
一
三
〕、
本
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
告
功
儀
礼
で
必
須
と
さ
れ

る
三
つ
の
物
件
、
す
な
わ
ち
俘
馘
（
捕
虜
）・
軍
実
（
戦
利
品
）
お
よ
び
祝
文
で
あ

る
。告

功
儀
礼
の
際
、
凱
旋
軍
は
太
�
・
太
社
の
門
前
に
俘
馘
・
軍
実
を
陳
列
す（
７
）
る
。

前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
狩
猟
儀
礼
（
田
猟
）
に
お
い
て
、
獲
物
が
太

�
に
供
献
さ
れ
る
の
と
同
じ
趣
旨
で
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
が
陳
列
さ
れ
た
後
、

告
功
儀
礼
が
発
兵
時
と
同
様
の
手
順
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
の
中
核

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
祝
文
の
奉
読
と
福
酒
・
俎
肉
の
受
領
で
あ
っ
た
〔
王

二
〇
一
二
ｂ
、
丸
橋
二
〇
一
三
〕。
祝
文
と
は
祭
祀
対
象
（
天
、
祖
霊
、
地
神
な
ど
）

に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
告
功
祝
文
の
場
合
は
後
述
の
よ
う
に
「
戦
勝

報
告
書
」
と
い
う
性
格
・
様
式
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
告
功
儀
礼
と

は
、
�
祝
文
と
い
う
言
語
的
な
回
路
と
、
�
俘
馘
・
軍
実
と
い
う
可
視
的
な
具
体

物
を
媒
介
と
し
て
、
捷
報
を
祖
霊
・
地
神
に
報
告
・
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
す
行

事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
告
功
祝
文
で
今
日
ま
で
伝
わ
る
も
の
は
少
な
い
の
だ
が
、
そ
の
貴
重
な

残
存
例
と
し
て
、
陸
贄
と
元
�
の
作
品
を
以
下
に
示
し
て
お
く
。
前
者
は
�
原
節

度
使
朱
�
・
朔
方
節
度
使
李
懐
光
の
乱
鎮
圧
後
の
貞
元
元
年
（
七
八
五
）
に
、
後

者
は
幽
州
節
度
使
劉
総
の
乱
の
平
定
後
の
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
に
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
（
四
字
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
、
原
文
の
ま

ま
示
す
）。

『
陸
宣
公
集
』
巻
六
「
告
謝
玄
宗
�（
８
）
文
」

維
貞
元
元
年
�
次
乙
丑
十
一
月
癸
巳
朔
十
一
日
癸
卯
。
孝
曾
孫
嗣
皇
帝
臣
某
。

敢
昭
告
于
皇
曾
祖
考
玄
宗
至
道
大
聖
大
明
孝
皇
帝
。
皇
祖
妣
元
献
皇
后
楊
氏
。

臣
猥
承
聖
緒
。
獲
主
大
器
。
懼
�
不
嗣
。
靡
所
安
寧
。
任
重
道
悠
。
竟
貽
顛

社
会
文
化
論
集
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一
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�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

越
。
京
闕
生
変
。
神
人
無
依
。
臣
懐
永
図
。
不
敢
自
棄
。
忍
恥
含
憤
。
�
于

載
遷
。
戴
天
履
地
。
俯
仰
慙
�
。
幸
頼
烈
祖
遺
沢
。
感
深
于
人
。
人
心
攸
帰
。

天
意
允
若
。
肆
予
小
子
。
憑
宗
�
之
積
慶
。
再
復
于
鎬
京
。
在
臣
愆
尤
。
曷

云
有
補
。
豈
敢
自
蔽
。
以
重
于
厥
辜
。
頃
以
寇
�
在
郊
。
礼
物
未
備
。
久
稽

告
謝
。
伏
積
兢
惶
。
今
祗
見
�
宮
。
引
慝
請
罪
。
謹
以
一
元
大
武
・
柔
毛
・

剛
鬣
・
明
粢
・
�
合
・
�
�
・
嘉
蔬
・
醴
齊
。
因
時
備
物
。
虔
奉
嚴
�
。
尚

饗
。

『
元
氏
長
慶
集
』
巻
四
一
「
幽
州
平
告
太
�
祝
文
」

維
長
慶
元
年
�
次
辛
丑
五
月
景
申
朔
十
四
日
己
酉
。
孝
曾
孫
嗣
皇
帝
臣
諱
。

敢
昭
告
于
太
祖
景
皇
帝
。
天
革
隋
暴
。
付
唐
養
理
。
高
祖
太
宗
。
奉
順
天
紀
。

玄
宗
平
寧
。
六
合
同
軌
。
物
盛
而
微
。
�
崇
則
毀
。
網
漏
鯨
鯢
。
�
開
螻
蟻
。

幽
燕
狼
顧
。
斉
趙
虎
視
。
割
拠
封
壤
。
伝
序
孫
子
。
不
貢
不
覲
。
自
卒
自
始
。

聖
父
披
攘
。
震
駭
波
委
。
擒
滅
斬
除
。
如
運
支
指
。
冀
方
独
迷
。
再
伐
再
已
。

碣
石
是
徴
。
承
詔
唯
唯
。
逮
臣
寡
昧
。
虔
奉
先
旨
。
洞
開
誠
明
。
滌
濯
痕
恥
。

承
元
雲
奔
。
総
亦
風
靡
。
悉
率
賦
輿
。
尽
献
州
里
。
不
命
一
将
。
不
戮
一
士
。

不
費
一
金
。
不
亡
一
矢
。
五
紀
逆
命
。
一
朝
如
砥
。
実
天
垂
休
。
実
聖
垂
祉
。

マ
マ

敢
薦
成
功
。
以
永
千
紀
。
尚
饗
。
順
宗
室
。
憲
宗
一
室
。
余
並
同
。

凱
旋
儀
礼
に
お
け
る
祝
文
は
そ
の
つ
ど
撰
述
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
９
）
が
、
両
者
と
も
以
下
の
よ
う
に
共
通
の
様
式
を
備
え
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
固
定

的
な
書
式
が
周
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
た
だ
し
陸
贄
祝
文
は
�
と
�
の
間

に
献
納
物
の
一
覧
（
波
線
部
分
）
が
挿
入
さ
れ
る
）。

�
年
月
日

�
起
草
主
体
（
現
皇
帝
）

�
宛
先
（
祖
�
）

�
本
体
（
概
ね
四
字
句
で
構
成
）

�
結
句
（「
尚
饗
」）

戦
争
に
直
接
関
わ
る
記
述
を
（
�
）
を
、
前
後
の
定
型
句
（
太
字
部
分
。
�
〜

�
、
�
）
で
包
括
す
る
こ
と
に
よ
り
、
祖
霊
に
対
す
る
「
戦
勝
報
告
書
」
の
様
式

を
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
告
�
・
告
社
等
の
伝
統
的
な
凱
旋
儀
礼
は
、
祖
霊
・
地
神
と
い

う
限
ら
れ
た
対
象
に
向
け
、
閉
じ
ら
れ
た
空
間
の
な
か
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ

（
１０
）
た
。
と
こ
ろ
が
唐
代
後
期
に
な
る
と
凱
旋
儀
礼
に
大
規
模
化
・
公
開
化
の
傾
向
が

強
ま
り
、
首
都
在
住
の
士
庶
全
般
を
巻
き
込
ん
だ
一
大
イ
ベ
ン
ト
へ
と
変
貌
し
て

い
く
。
そ
の
様
子
を
豊
富
な
事
例
に
基
づ
い
て
解
明
し
た
妹
尾
達
彦
氏
・
王
博
氏

の
研
究
に
基
づ
き
、
唐
代
後
期
の
凱
旋
儀
礼
を
整
理
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
〔
妹

尾
一
九
八
九
、
王
二
〇
一
二
ｂ
〕。

一
見
し
て
判
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
『
開
元
礼
』
に
定
め
ら
れ
た
唐
代
前
期
の

凱
旋
儀
礼
（
表
１
）
と
は
大
き
く
異
な
る
。
変
化
の
第
一
は
、
皇
帝
へ
の
献
俘
礼

（
皇
帝
受
俘
）
が
加
わ
り
、
告
�
・
告
社
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
露
布
の
儀
式
が
献
俘
礼
に
組
み
込
ま
れ
て
い

く
こ
と
が
王
博
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
〔
王
二
〇
一
二
ｂ
・
五
二
〜
五
四

頁
〕。
ま
た
献
俘
礼
の
詳
細
は
、
王
氏
の
復
原
し
た
式
次
第
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
が
〔
王
博
二
〇
一
二
ａ
・
五
七
頁
〕、
本
稿
で
は
こ
の
儀
礼
の
性
格

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
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が
前
半
と
後
半
と
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（
表
２
「
５
」
の
欄
）。

そ
の
違
い
は
、
担
当
官
の
違
い
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
皇
帝
へ
の
告
功
・
献
俘

を
核
と
す
る
前
半
部
分
は
尚
書
兵
部
と
太
常
寺
が
主
掌
す
る
の
に
対
し
、
捕
虜
へ

の
科
刑
を
行
う
後
半
部
分
は
尚
書
刑
部
と
大
理
寺
が
担
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
前
半
部
分
終
了
と
と
も
に
兵
部
尚
書
と
太
常
卿
は
退
場
し
、
直
後
に
捕
虜
が
入

場
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
参
列
者
の
目
に
は
、
前
後
半
の
場
面
転
換
が
き
わ

め
て
鮮
明
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
半
部
分
は
儀
礼
内
容

も
主
担
当
官
も
�
・
社
へ
の
告
功
と
共
通
し
て
お
り
、
礼
的
手
続
き
に
よ
っ
て
戦

争
を
終
結
さ
せ
る
伝
統
的
な
慣
行
の
枠
内
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
丸
橋
二

〇
一
三
・
第
四
章
〕。
こ
れ
に
対
し
、
刑
部
・
大
理
寺
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
後
半

部
分
は
、
交
戦
相
手
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
的
手
続
き
で
戦
争
を
終

結
さ
せ
る
こ
と
が
図
ら
れ
て
お
り
、
従
来
に
な
い
新
機
軸
で
あ
る
。
王
博
氏
は
、

告
�
・
告
社
よ
り
皇
帝
受
俘
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
「
対
神
儀
礼
」

か
ら
「
対
人
儀
礼
」
へ
の
転
換
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
「
法
的
手

続
き
に
よ
り
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
過
程
の
新
設
」
と
い
う
意
味
合
い
で
補
足
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

表
１
〜
表
２
間
の
第
二
の
変
化
は
、
凱
旋
パ
レ
ー
ド
や
公
開
処
刑
な
ど
、
大
衆

環
視
の
場
面
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
妹
尾
氏
あ
る
い
は
金
子
修
一
氏
・
梅

原
郁
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
唐
宋
変
革
期
に
は
「
都
市
の
祝
祭
空
間
化
」

が
進
み
、
各
種
行
事
・
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
皇
帝
権
力
を
首
都
住
民
の
目
に
直
接

顕
示
す
る
「
王
権
の
可
視
化
」
現
象
が
見
ら
れ
た
〔
梅
原
一
九
八
六
、
妹
尾
一
八

九
八
九
、
金
子
二
〇
〇
六
〕。
凱
旋
儀
礼
も
同
様
の
変
化
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
り
、

戦
勝
と
い
う
事
実
は
こ
う
し
た
契
機
を
通
じ
て
在
京
百
姓
に
も
知
ら
し
め
ら
れ
た
。

以
上
、
本
章
で
は
捷
報
が
報
告
・
受
理
・
公
示
・
保
存
さ
れ
る
過
程
の
検
討
を

行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
戦
勝
と
い
う
事
実
を
ど
の
範
囲
で
共
有

さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
整
理
が
可
能

と
な
る
。

○
露
布
の
公
示

…
在
京
百
官
、
地
方
州
県
、
外
国
使
節

○
史
館
へ
の
回
付
（
歴
史
記
録
）
…
後
世

○
告
功
儀
礼
（
祝
文
奉
読
）

…
祖
霊
・
地
神

○
凱
旋
パ
レ
ー
ド
・
公
開
処
刑

…
在
京
百
姓

要
す
る
に
、
戦
勝
と
い
う
事
実
は
、
空
間
（
中
央
・
地
方
・
外
国
）
を
越
え
、

時
間
（
先
祖
・
子
孫
）
を
越
え
、
身
分
（
官
・
民
）
を
越
え
て
、
世
界
全
土
・
王

朝
全
史
に
あ
ま
ね
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

戦
争
の
記
憶

前
章
で
検
討
し
た
捷
報
の
報
告
・
受
理
・
公
示
・
保
存
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

戦
争
ご
と
に
所
定
の
手
続
き
を
踏
ん
で
完
結
す
る
一
回
性
の
営
み
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
そ
の
つ
ど
ア
ー
カ
イ
ブ
さ
れ
た
戦
争
の
な
か
に
は
、
王
朝
の
存
立
に
関
わ

る
重
要
な
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
通
常
の
報
告
・
受
理
・
公
示
・

保
存
過
程
で
は
事
足
り
ず
、
長
く
「
記
憶
」
さ
れ
、
繰
り
返
し
回
顧
（
再
記
憶
化
）

し
て
い
く
た
め
、
よ
り
強
力
な
仕
掛
け
を
動
員
し
て
、
人
々
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま

れ
て
い
く
。
本
章
で
は
、
そ
の
代
表
格
で
あ
る
紀
功
碑
（
戦
争
記
念
碑
）
と
軍
楽

を
取
り
上
げ
た
い
。
前
者
は
石
と
い
う
素
材
の
耐
久
性
お
よ
び
碑
と
い
う
展
示
方

法
の
常
設
性
に
よ
っ
て
、
後
者
は
諸
儀
礼
の
場
で
繰
り
返
し
表
演
さ
れ
る
反
復
性

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月
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に
よ
っ
て
、「
記
憶
の
永
久
保
存
」
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
紀
功
碑

二
一
世
紀
に
入
り
、
中
国
石
刻
研
究
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
現
時

点
に
お
け
る
研
究
上
の
関
心
は
、
残
存
物
件
の
量
的
分
布
に
比
例
し
て
墓
誌
・
墓

碑
に
集
中
し
が
ち
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
石
刻
史
料
の
範
囲
は
そ
れ
ら
に
限
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
本
稿
で
扱
う
紀
功
碑
も
検
討
に
値
す
る
史
料
で
あ

る
。
私
は
別
稿
に
お
い
て
、
唐
太
宗
が
建
設
し
た
仏
寺
碑
に
紀
功
碑
と
し
て
の
側

面
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
〔
丸
橋
二
〇
〇
一
〕。
本
稿
で
は
分
析
対
象
を

唐
代
全
体
に
広
げ
、「
戦
争
の
記
憶
」
と
い
う
主
題
に
引
き
つ
け
て
、
紀
功
碑
の
果

た
し
た
役
割
を
再
考
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
紀
功
碑
が
石
刻
史
料
の
な
か
で
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
葉
昌
熾
は
『
語
石
』
巻
三
に
お
い
て
「
立
碑
之
例
」
を
「
述
徳
崇
聖
」「
銘
功
」

「
紀
事
」「
纂
言
」
の
四
種
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
二
の
「
銘
功
」
部

分
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

東
巡
刻
石
（
秦
李
斯
石
刻
）、
登
岱
勒
崇
（
唐
泰
山
銘
・
宋
大
中
祥
符
中
封
禅

朝
覲
壇
諸
頌
）、
述
聖
（
呂
向
述
聖
頌
）
紀
功
（
唐
顕
慶
四
年
高
宗
御
製
紀
功

頌
）、
中
興
（
顔
魯
公
書
元
次
山
中
興
頌
）
叡
徳
（
孝
敬
皇
帝
叡
徳
碑
）、
辺

庭
諸
将
之
紀
功
碑
是
也
（
漢
之
裴
岑
紀
功
碑
、
唐
之
平
百
済
碑
・
姜
行
本
紀

功
碑
、
宋
之
平
蛮
頌
・
平
黎
頌
之
類
）。

「
紀
功
」「
辺
庭
諸
将
之
紀
功
碑
」
等
の
区
分
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、「
戦
争
の
記
憶

の
保
存
」
が
石
刻
の
一
機
能
と
し
て
確
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き

る
。次

に
、
唐
代
に
造
ら
れ
た
紀
功
碑
を
概
観
す
る
た
め
、
碑
文
の
内
容
が
今
日
ま

で
伝
わ
る
事
例
を
収
集
し
、
表
３
に
整
理
し
た
。
こ
こ
に
掲
げ
た
二
〇
余
例
か
ら

判
る
特
徴
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
唐
朝
の
威
光
を
顕
示
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
後
述
の

よ
う
に
唐
代
の
紀
功
碑
は
、
戦
争
当
事
者
の
み
の
独
断
で
は
建
立
で
き
ず
、
中
央

朝
廷
の
許
可
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
見
殊
勲
者
個
人
を
顕
彰
す
る
よ
う
な

紀
功
碑
で
も
、「
唐
朝
に
対
す
る
貢
献
ゆ
え
の
褒
賞
」
と
い
う
文
脈
で
常
に
語
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
撰
述
者
に
は
、
陸
徳
明
・
顔
師
古
・
張
九
齢
・
楊
炎
・
元
結
・
権

徳
輿
・
韓
愈
・
李
徳
裕
な
ど
、
中
央
政
界
で
も
活
躍
し
た
錚
々
た
る
高
官
・
知
識

人
が
名
を
連
ね
、
さ
ら
に
は
皇
帝
御
製
で
つ
く
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
皇

帝
御
書
か
つ
行
書
碑
の
先
駆
例
と
し
て
知
ら
れ
る
「
晋
祠
銘
」
や
「
大
唐
紀
功（
１１
）
頌
」、

顔
真
卿
の
手
に
な
る
楷
書
碑
「
大
唐
中
興（
１２
）
頌
」
な
ど
、
書
の
面
で
著
名
な
も
の
も

含
ま
れ
て
お
り
、
制
作
に
は
王
朝
中
央
の
熱
意
が
相
当
に
傾
け
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
多
く
の
紀
功
碑
は
、
戦
場
の
近（
１３
）
隣
、
戦
勝
に
よ
っ
て
占
領
し
た
地（
１４
）
域
、

も
し
く
は
司
令
官
が
拠
点
と
し
た
都（
１５
）
市
な
ど
、
軍
事
前
線
地
帯
に
建
て
ら
れ
て
い

る
。
紀
功
碑
と
は
、
戦
争
に
直
接
巻
き
込
ま
れ
た
土
地
に
お
い
て
唐
朝
の
軍
事
的

威
光
を
顕
示
し
、
恒
久
的
に
語
り
継
ぐ
た
め
の
、
文
字
通
り
要
石
と
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
時
期
に
よ
っ
て
紀
功
碑
の
性
格
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
創

業
か
ら
高
宗
期
ま
で
の
期
間
は
、
隋
末
群
雄
と
の
抗
争
や
国
内
統
一
戦
争
、
さ
ら

に
は
周
辺
地
域
へ
の
外
征
を
紀
念
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
李
淵

（
高
祖
）
が
最
初
に
旗
揚
げ
し
た
太
原
（
并
州
）
は
、
唐
朝
発
祥
の
地
と
し
て
そ
の

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
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表
３

唐
代
の
紀
功
碑
（
年
月
欄
は
、
碑
文
記
載
も
し
く
は
撰
者
の
年
譜
や
金
石
書
の
考
証
等
に
拠
っ
た
）

年
月

撰
者
（
撰
時
の
肩
書
）

碑
名

所
在
地

紀
事

典
拠

武
徳
二
年
（
六
二
二
）

陸
徳
明
（
国
学
助
教
）

勅
建
広
武
山
観
音
寺
碣

鄭
州
（
観
音
寺
内
）

王
世
充
へ
の
勝
利

金
石
萃
編
四
一

貞
観
三
年
（
六
二
九
）
閏
一
二
月

顔
師
古
（
中
書
侍
郎
）

等
慈
寺
碑

鄭
州
（
等
慈
寺
内
）

王
世
充
へ
の
勝
利

金
石
萃
編
四
一

貞
観
三
年
（
六
二
九
）
閏
一
二
月

朱
子
奢
（
守
諌
議
大
夫
）

昭
仁
寺
碑

�
州
（
昭
仁
寺
内
）

薛
挙
へ
の
勝
利

金
石
萃
編
四
二

貞
観
一
三
年
（
六
三
九
）
二
月

謝
偃

可
汗
山
銘

突
厥
領
内
？

突
厥
葉
護
可
汗
の
冊
封

文
苑
英
華
七
八
七

貞
観
一
四
年
（
六
四
〇
）
五
月

司
馬
太
貞

姜
行
本
紀
功
碑

高
昌
領
内

高
昌
国
の
征
圧

金
石
萃
編
四
五

貞
観
二
〇
年
（
六
四
六
）

太
宗
御
製
御
書

晋
祠
銘

并
州

唐
の
創
業

金
石
萃
編
四
六

永
徽
五
年
（
六
五
四
）
以
降

闕
名

唐
劉
仁
願
紀
功
碑

百
済
領
内
（
韓
国
忠
清
南
道
扶
余
郡
）

高
句
麗
の
平
定
等

（
左
注
参
照
）

顕
慶
四
年
（
六
五
九
）

高
宗
御
製
御
書

大
唐
紀
功
頌

鄭
州
（
等
慈
寺
内
）

武
徳
以
来
の
統
一
戦
争

金
石
萃
編
五
二

顕
慶
五
年
（
六
六
〇
）
八
月

闕
名

平
百
済
碑

百
済
領
内
（
韓
国
忠
清
南
道
扶
余
郡
）

百
済
の
平
定

（
左
注
参
照
）

開
元
一
一
年
（
七
二
三
）
正
月

張
説
／
玄
宗
御
製
説
も

起
義
堂
頌

并
州

武
徳
以
来
の
統
一
戦
争

唐
文
粋
一
九

開
元
二
三
年
（
七
三
三
）
二
月
以
降

張
九
齢
（
宰
相
）

開
元
紀
功
�
頌

幽
州

張
守
珪
に
よ
る
契
丹
征
圧

曲
江
集
一

至
徳
二
載
（
七
五
七
）
四
月

楊
炎
（
中
書
舎
人
知
制
誥
？
）
大
唐
河
西
平
北
聖
�
頌

武
威
郡
（
涼
州
）

武
威
郡
の
九
姓
商
胡
安
門
物
の
反
乱
の
平
定

文
苑
英
華
七
七
四

至
徳
二
載
（
七
五
七
）
九
月
以
降

楊
炎
（
中
書
舎
人
知
制
誥
？
）
鳳
翔
出
師
紀
聖
功
頌

鳳
翔
府

安
史
の
乱→

長
安
回
復
後

文
苑
英
華
七
七
四

上
元
二
年
（
七
六
一
）
六
月

元
結
（
荊
南
節
度
判
官
）

大
唐
中
興
頌

永
州
（
湖
南
省
永
州
市
�
溪
碑
林
）

安
史
の
乱→

玄
宗
の
長
安
帰
還
後

元
次
山
集
六

金
石
萃
編
九
六

永
泰
二
年
（
七
六
六
）
七
月

王
佑
（
成
徳
支
度
判
官
）

成
�
軍
節
度
使
李
宝
臣
紀
功
載
政
頌

恒
州

安
史
の
乱
勢
力
か
ら
官
軍
に
転
じ
、
戦
功
あ
り

金
石
萃
編
九
三

大
暦
一
二
年
（
七
七
七
）
五
月

韓
雲
卿
（
礼
部
郎
中
）

平
蛮
頌

桂
州

西
原
蛮
の
乱
平
定

金
石
続
編
八

興
元
元
年
（
七
八
四
）
六
月
以
降

徳
宗
御
製

西
平
王
李
晟
東
渭
橋
紀
功
碑

東
渭
橋
（
長
安
郊
外
）

朱
�
・
李
懐
光
の
乱
平
定

文
苑
英
華
八
七
一

興
元
元
年
（
七
八
四
）
八
月

徳
宗
御
製

贈
太
尉
段
秀
實
紀
功
碑

朱
�
の
乱
に
抗
し
て
戦
死

文
苑
英
華
八
七
一

貞
元
一
八
年
（
八
〇
二
）
九
月

権
徳
輿
（
礼
部
侍
郎
？
）

�
原
節
度
使
劉
昌
紀
功
碑
銘
并
序

天
宝
〜
貞
元
に
お
け
る
軍
功
を
列
挙

権
載
之
集
一
二

貞
元
二
〇
年
（
八
〇
四
）

徳
宗
御
製

西
川
節
度
大
使
韋
皐
紀
功
碑
銘

資
州

吐
蕃
と
の
戦
い
に
勝
利

金
石
萃
編
一
〇
五

元
和
一
三
年
（
八
一
八
）
三
月

韓
愈
（
刑
部
侍
郎
）

平
淮
西
碑

蔡
州

呉
元
済
の
乱
平
定

昌
黎
集
三
〇

元
和
一
四
（
八
一
九
）
年
一
二
月

段
文
昌
（
翰
林
学
士
）

平
淮
西
碑

蔡
州

呉
元
済
の
乱
平
定

文
苑
英
華
八
七
二

会
昌
五
年
（
八
四
五
）

李
徳
裕
（
宰
相
）

幽
州
紀
聖
功
碑
銘

幽
州

張
仲
武
等
に
よ
る
回
鶻
の
撃
退

会
昌
一
品
集
二

（
注
）
許
興
植
編
著
『
韓
国
金
石
全
文
』（
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
八
四
）
を
参
照

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月
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一



後
も
重
視
さ
れ
、
貞
観
二
〇
年
（
六
四
六
）
に
は
太
原
郊
外
の
晋
祠
に
、
ま
た
開

元
一
一
年
（
七
二
三
）
に
は
太
原
城
内
の
起
義
堂
に
、
そ
れ
ぞ
れ
紀
念
碑
（「
晋
祠

銘
」「
起
義
堂
頌
」）
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
李
世
民
（
太
宗
）
が
打
ち
立
て

た
武
勲
の
数
々
は
、
唐
朝
創
業
物
語
の
中
核
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
繰
り
返
し
回
顧
・

再
記
憶
化
さ
れ
た
。
彼
が
秦
王
だ
っ
た
時
期
に
造
ら
れ
た
「
勅
建
広
武
山
観
音
寺

碣
」
は
そ
の
先
駆
け
で
あ
り
、
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
に
は
「
昭
仁
寺
碑
」「
等
慈

寺
碑
」
な
ど
紀
功
七
寺
碑
が
、
さ
ら
に
高
宗
期
に
は
等
慈
寺
内
に
唐
の
建
国
過
程

を
総
括
的
に
顕
彰
す
る
「
大
唐
紀
功
頌
」
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
〔
丸
橋
二
〇

〇
一
〕。
ま
た
モ
ン
ゴ
リ
ア
や
西
域
、
朝
鮮
半
島
へ
と
拡
大
政
策
が
進
め
ら
れ
る
な

か
で
建
立
さ
れ
た
紀
功
碑
も
数
多
く
造
ら
れ
て
い
る
〔
朱
玉
麒
二
〇
〇
五
〕。

と
こ
ろ
が
玄
宗
期
以
降
、
唐
朝
が
内
外
多
難
の
時
代
を
迎
え
る
と
、
紀
功
碑
の

性
格
も
大
き
く
変
化
す
る
。
ま
ず
安
史
の
乱
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
頻
発
し
た
藩

鎮
反
乱
の
鎮
圧
を
顕
彰
す
る
紀
功
碑
が
急
増
す
る
。
こ
れ
は
、
藩
鎮
跋
扈
の
情
勢

下
で
辛
う
じ
て
統
一
を
保
っ
て
い
た
後
期
唐
朝
の
窮
状
を
、
端
的
に
反
映
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
契
丹
と
の
戦
い
を
制
し
た
幽
州
節
度
使
張
守
珪
の
武
勲
を

謳
う
「
開
元
紀
功
徳
頌
」、
剣
南
節
度
使
韋
皐
に
よ
る
吐
蕃
撃
退
を
紀
念
す
る
「
韋

皐
紀
功
碑
」、
回
鶻
の
侵
入
を
防
い
だ
幽
州
節
度
使
張
仲
武
等
を
顕
彰
す
る
「
幽
州

紀
聖
功
碑
銘
」
な
ど
は
、
突
厥
第
二
カ
ガ
ン
国
の
樹
立
以
降
、
緊
張
を
高
め
た
周

辺
諸
族
と
の
関
係
に
追
わ
れ
た
時
代
状
況
の
産
物
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
紀
功
碑
建
立
の
手
順
を
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
建
碑
を
発
起
す

る
の
は
誰
か
に
つ
い
て
は
、
顕
彰
の
対
象
と
さ
れ
る
殊
勲
者
自
身
が
要
望
す
る
場

（
１６
）
合
、
中
央
の
高
官
か
ら
刻
石
の
議
論
が
出
さ
れ
る
場（
１７
）
合
、
皇
帝
が
自
ら
主
導
す
る

場（
１８
）

合
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
地
方
官
の
治
績
を
徳
政
碑
等
に
よ
っ
て
顕
彰
し
た
い

旨
が
地
域
社
会
等
か
ら
表
明
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
が
碑
文
の
原
案
を
準
備

し
て
、
尚
書
吏
部
の
考
功
郎
中
・
員
外
郎
に
よ
る
審
査
を
受
け
、
皇
帝
の
許
可
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ（
１９
）
た
。
紀
功
碑
の
場
合
も
、
表
３
所
掲
の
諸
碑
は
概
ね
中

央
の
管
理
下
で
建
立
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ（
２０
）
う
。

建
碑
が
認
め
ら
れ
る
と
、
碑
文
の
原
案
が
、
撰
者
の
手
に
な
る
進
状
と
と
も
に

皇
帝
へ
提
出
さ（
２１
）
れ
、
勅
許
を
得
た
う
え
で
、
現
地
に
て
建
造
の
運
び
と
な
る
。
一

般
的
に
碑
文
の
撰
述
は
著
作
郎
の
職
掌
と
さ
れ
て
い
る（
２２
）
が
、
表
３
の
諸
例
を
見
る

限
り
、
撰
者
は
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
無
事
完
成
の
暁
に

は
、
表
彰
さ
れ
た
者
か
ら
皇
帝
へ
謝
状
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
批
答
が
皇

帝
か
ら
下
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ（
２３
）
た
。

以
上
の
よ
う
に
中
央
主
導
で
進
め
ら
れ
た
紀
功
碑
建
立
と
は
、
当
該
の
戦
争
に

対
す
る
唐
朝
の
公
式
評
価
・
総
括
を
宣
布
す
る
事
業
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け

に
、
当
事
者
た
ち
は
後
世
に
語
り
継
が
れ
る
軍
功
の
記
さ
れ
方
に
神
経
を
と
が
ら

せ
て
い
た
。「
開
元
紀
功
徳
頌
」「
韋
皐
紀
功
碑
」「
幽
州
紀
聖
功
碑
」
な
ど
は
戦
争

当
事
者
（
張
守
珪
／
韋
皐
／
張
仲
武
）
の
功
名
心
と
碑
文
撰
述
者
（
張
九
齢
／
徳

宗
／
李
徳
裕
）
の
評
価
が
う
ま
く
一
致
し
、
円
滑
な
建
立
に
結
び
つ
い
た
事
例
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
双
方
の
思
惑
に
齟
齬
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
思
わ
ぬ
政
治
的
混
乱

が
起
き
る
こ
と
も
あ
る
。
元
和
一
二
年
（
八
一
七
）、
淮
西
節
度
使
呉
元
済
の
乱
が

鎮
圧
さ
れ
た
際
に
は
、
ま
ず
韓
愈
に
勅
命
が
下
り
「
平
淮
西
碑
」
が
撰
述
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
碑
文
に
お
い
て
十
分
な
評
価
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
遠
征
軍
司
令

官
の
一
部
か
ら
大
き
な
不
満
が
巻
き
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
巻
き
返

し
に
よ
っ
て
韓
碑
は
損
壊
さ
れ
、
新
た
な
勅
許
の
も
と
で
翰
林
学
士
段
文
昌
に
よ

る
新
「
平
淮
西
碑
」
が
造
ら
れ
た
の
で
あ（
２４
）

る
。
こ
の
事
件
は
、
大
文
筆
家
韓
愈
が

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
―

七
二



受
け
た
非
常
に
稀
な
る
屈
辱
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
て

き
た
〔
黄
二
〇
〇
六
、
入
谷
二
〇
一
一
な
ど
〕。
本
稿
の
主
題
に
引
き
つ
け
て
い
え

ば
、
王
朝
中
央
が
紀
功
碑
に
よ
っ
て
宣
布
す
る
「
戦
争
の
記
憶
」
に
対
し
て
は
、

戦
争
当
事
者
も
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
件
と
し
て
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
軍
楽

紀
功
碑
は
「
戦
争
の
記
憶
の
保
存
」
と
い
う
営
み
を
、
主
と
し
て
地
方
州
県
に

お
い
て
担
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
中
央
朝
廷
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
の

が
軍
楽
で
あ
る
。
渡
辺
信
一
郎
氏
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
軍
楽
を
含
む
宮
廷

音
楽
は
「
そ
の
王
朝
の
来
歴
と
文
�
・
武
功
を
歌
い
上
げ
、
そ
の
王
朝
の
正
統
性

を
宣
布
す
る
こ
と
に
最
大
の
意
義
を
も
っ
て
い
た
〔
渡
辺
二
〇
一
三
・
二
七
四
頁
〕」。

渡
辺
氏
は
唐
代
鼓
吹
楽
を
構
成
す
る
五
部
（
鼓
吹
部
、
羽
葆
部
、
鐃
吹
部
、
大

横
吹
部
、
小
横
吹
部
）
の
楽
曲
を
整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
羽
葆
部
は
唐

朝
の
創
業
・
統
一
過
程
に
お
け
る
武
功
を
表
現
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
渡
辺

氏
の
列
挙
し
た
羽
葆
部
十
八
曲
を
改
め
て
眺
め
て
お
こ
う
。

太
和
、
休
話
、
七
徳
、
�
虞
、
基
王
化
、
纂
唐
風
、
厭
炎
精
、
肇
皇
運
、
躍

龍
飛
、
殄
馬
邑
、
興
晋
陽
、
済
渭
険
、
応
聖
期
、
御
宸
極
、
寧
兆
庶
、
服
遐

荒
、
龍
池
、
破
陣
楽

「
基
王
化
」
か
ら
「
寧
兆
庶
」
ま
で
は
太
原
挙
兵
か
ら
隋
末
群
雄
と
の
抗
争
を
経

て
、
国
内
統
一
を
果
た
す
ま
で
の
過
程
に
照
応
し
、「
服
遐
荒
」
は
周
辺
諸
族
を
傘

下
に
収
め
た
戦
争
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
鼓
吹
五
部
の
う
ち
鐃
吹
部
は
、
特
に
太
宗
の
武
勇
お
よ
び
天
下
泰
平
を
歌

い
上
げ
る
も
の
だ
っ
た
と
、
渡
辺
氏
は
推
定
す
る
。
鐃
吹
部
を
構
成
す
る
七
曲
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

破
陣
楽
、
上
車
、
行
車
、
向
城
、
平
安
、
歓
楽
、
太
平

こ
の
う
ち
特
に
「
破
陣
楽
」
は
、
羽
葆
部
に
も
重
出
し
て
お
り
、
重
要
な
軍
楽

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
破
陣
楽
」
と
は
も
と
も
と
は
軍
楽
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
李
世
民
の
幕
下
で
奏
せ
ら
れ
た
「
秦

王
破
陣
楽
」
が
、
彼
の
即
位
に
と
も
な
い
特
権
的
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
の

で
あ（
２５
）
る
〔
左
二
〇
一
四
〕。

こ
う
し
た
軍
楽
は
、
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
戦
争
の
際
に
も
「
凱
歌
」
と
し
て
繰

り
返
し
演
奏
さ
れ
て
お（
２６
）
り
、
国
初
以
来
の
唐
朝
の
武
徳
を
聴
衆
の
耳
に
そ
の
つ
ど

再
現
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
。
特
に
唐
代
後
半
に
な
る
と
、
前
章
で
も
述

べ
た
よ
う
に
凱
旋
儀
礼
に
お
け
る
パ
レ
ー
ド
や
皇
帝
受
俘
が
定
着
し
て
い
っ
た
た

め
、
凱
歌
の
役
割
も
そ
れ
に
伴
っ
て
重
み
を
増
し
て
い
く
。
大
和
三
年
（
八
二
九
）、

凱
旋
軍
の
迎
接
か
ら
捕
虜
処
刑
に
至
る
ま
で
の
凱
旋
儀
礼
が
詳
定
さ
れ
た
際
に
は
、

既
存
の
「
破
陣
楽
」「
応
聖
期
」
に
新
作
の
「
賀
朝
歓
」「
君
臣
同
慶
楽
」
が
加
え

ら
れ
、
都
合
四
曲
の
凱
歌
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

衆
庶
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
る
「
戦
争
の
記
憶
」
は
、
一
層
鮮
明
な
も
の
と
な
っ
た
の

で
あ（
２７
）
る
〔
妹
尾
一
九
八
九
・
五
八
〜
五
九
頁
、
王
博
二
〇
一
二
ａ
・
五
六
〜
五
七

頁
〕。以

上
の
よ
う
に
、
王
朝
の
創
業
物
語
は
軍
楽
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
、
唐

代
を
通
じ
て
繰
り
返
し
回
顧
・
再
記
憶
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
太
原
挙
兵
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か
ら
統
一
戦
争
、
そ
し
て
対
外
拡
大
に
至
る
過
程
を
繰
り
返
し
顕
彰
し
た
紀
功
碑

の
歴
史
（
前
節
参
照
）
と
軌
を
一
に
す
る
現
象
で
あ
る
。

一
方
、
唐
代
後
期
の
軍
楽
に
は
、
地
方
藩
鎮
や
周
辺
諸
族
が
自
作
曲
を
皇
帝
に

献
上
す
る
と
い
う
新
傾
向
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
う
ち
、
貞

元
三
年
（
七
八
七
）、
河
東
節
度
使
馬
燧
が
献
上
し
た
曲
の
名
は
「
定
難
曲
」
と
い

（
２８
）
う
。
徳
宗
の
治
世
前
半
に
お
け
る
藩
鎮
反
乱
の
鎮
圧
を
承
け
て
作
成
さ
れ
た
楽
曲

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
藩
鎮
と
の
戦
い
が
主
題
に
据
え
ら
れ
る
と

い
う
点
で
、
こ
れ
ま
た
唐
代
後
期
に
お
け
る
紀
功
碑
の
動
向
と
重
な
り
合
う
。

要
す
る
に
、
紀
功
碑
に
せ
よ
軍
楽
に
せ
よ
、
天
下
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
「
戦
争

の
記
憶
」
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
唐
朝
創
業
か
ら
高
宗
期
ま
で

の
「
王
朝
盛
世
の
物
語
」
で
あ
り
、
王
朝
支
配
の
正
統
性
を
表
現
す
る
も
の
と
し

て
、
唐
朝
を
通
じ
て
繰
り
返
し
回
顧
・
再
記
憶
化
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
玄
宗
以
降
、

内
外
の
困
難
が
露
わ
に
な
る
と
、
第
二
の
傾
向
と
し
て
、
周
辺
諸
族
や
地
方
藩
鎮

へ
の
対
応
に
苦
心
し
た
「
国
難
克
服
の
物
語
」
の
共
有
が
新
た
に
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
戦
争
に
勝
利
す
る
た
び
に
、
そ
の
結
果
を
受
理
・

公
示
・
保
存
す
る
仕
組
み
を
唐
朝
は
整
え
、
こ
れ
を
天
下
万
民
と
共
有
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
創
業
以
来
の
「
王
朝
盛
世
の
物
語
」
や
中
期

以
降
の
「
国
難
克
服
の
物
語
」
は
、
紀
功
碑
や
軍
楽
な
ど
の
仕
掛
け
を
通
じ
て
、

繰
り
返
し
回
顧
・
再
記
憶
化
す
べ
き
「
戦
争
の
記
憶
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
紀
功
碑
や
軍
楽
な
ど
の
象
徴
的
・
儀
礼
的
制
度
は
、
定

着
と
同
時
に
形
式
化
・
形
骸
化
、
さ
ら
に
は
忘
却
・
風
化
へ
の
第
一
歩
が
始
ま
る

こ
と
を
免
れ
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
中
国
史
上
に
も
稀
有
な
軍
功
を
誇
っ
た
唐
太

宗
の
王
朝
創
業
物
語
と
て
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
「
破
陣
楽
」
は
太
宗
の
肝
煎
り
で
念
入
り
に
制
作
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
死
後
、
跡
を
継
い
だ
高
宗
は
こ
れ
を
敬
遠
し
、
即
位

早
々
に
南
郊
祭
祀
の
式
次
第
か
ら
外
し
て
し
ま
っ
た
と
い（
２９
）
う
。
彼
が
漏
ら
し
た
「
破

陣
楽
舞
な
る
者
は
、
情
と
し
て
観
る
に
忍
び
ず
（
破
陣
楽
舞
者
、
情
不
忍
観
）」
と

い
う
発
言
の
真
意
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
推
測
さ
れ
て
き
た
が
〔
左
二
〇
一
四
〕、

い
ず
れ
に
し
て
も
「
戦
争
の
記
憶
の
保
存
」
と
い
う
営
み
は
、
世
代
交
代
と
と
も

に
顕
在
化
す
る
「
忘
却
」
の
問
題
と
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
約
三
〇
年
、
宮
廷
音
楽
の
改
革
に
力
を
注
い
だ
太
常
少
卿
韋
万
石
は
、

親
王
・
将
軍
参
加
の
も
と
九
成
宮
に
お
い
て
催
さ
れ
た
宴
席
の
場
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
破
陣
楽
の
演
奏
を
申
し
出
た
。

破
陣
楽
舞
と
は
、
唐
朝
創
業
の
出
発
点
で
あ
り
、
祖
宗
の
偉
業
を
宣
揚
し
、

後
世
に
伝
え
る
こ
と
、
永
遠
無
窮
な
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
陛
下
が
天
下

に
君
臨
さ
れ
て
以
来
、
停
廃
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す
。
御
心
が
悄
然

と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
群
臣
も
何
も
申
し
上
げ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

が
臣
は
楽
司
の
任
を
忝
な
く
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
制
度
の
停
廃
は
懸
念
さ

れ
ま
す
。
礼
に
依
れ
ば
、
祭
祀
の
日
に
は
、
天
子
が
親
し
く
軍
を
統
べ
て
先

祖
の
音
楽
を
舞
い
、
天
下
と
楽
し
み
を
と
も
に
す
る
と
申
し
ま
す
。
い
ま
破

陣
楽
が
久
し
く
廃
さ
れ
、
群
臣
が
何
も
申
し
上
げ
な
い
状
況
で
、
一
体
何
に

よ
っ
て
孝
行
の
情
を
表
現
な
さ
る
の
か
。

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
―

七
四



高
宗
は
こ
の
言
葉
に
驚
き
、
提
案
に
従
っ
て
楽
舞
の
演
奏
を
聴
く
と
、
君
臣
と

も
に
涙
が
あ
ふ
れ
、
顔
を
上
げ
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
少
し
経
っ
て
、
高
宗

は
こ
う
述
懐
し
た
。

こ
の
楽
を
三
〇
年
近
く
観
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
ま
た
聴
く
機
会
を
得

て
、
誠
に
哀
感
に
堪
え
な
い
。
昔
日
を
思
い
起
こ
す
に
、
王
業
の
艱
難
辛
苦

は
こ
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
朕
は
い
ま
大
業
を
継
承
し
て
い
る
が
、

先
君
の
武
功
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
…
…
朕
は
今
後
と
き
ど
き
こ

の
舞
を
見
て
、
自
戒
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
驕
慢
の
過
ち
を
防
ぎ
た
い
た
め
で

あ
っ
て
、
歓
楽
の
た
め
に
破
陣
楽
を
奏
す
る
だ
け
で
は
な
い
の（
３０
）
だ
。

両
者
の
発
言
か
ら
は
、
�
軍
楽
の
要
諦
が
先
帝
の
武
勲
回
顧
と
再
記
憶
化
に
あ

る
こ
と
、
�
情
緒
的
な
訴
求
力
を
持
ち
う
る
か
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
、
�
自
覚
的

・
人
為
的
な
「
て
こ
入
れ
」
を
不
断
に
続
け
な
け
れ
ば
持
続
性
を
持
ち
得
な
い
こ

と
等
、「
戦
争
の
記
憶
」
保
存
が
抱
え
る
課
題
を
、
端
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
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献
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【
註
】

（
１
）
出
征
儀
礼
の
概
要
は
、『
唐
六
典
』
巻
五
・
尚
書
兵
部
・
兵
部
郎
中
に
お
い

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

凡
大
将
出
征
皆
告
�
、
授
斧
鉞
、
辞
斉
太
公
�
。
辞
訖
、
不
反
宿
於
家
。

臨
軍
対
寇
、
士
卒
不
用
命
、
并
得
専
行
其
罰
。
既
捷
、
及
軍
未
散
、
皆
会

衆
而
書
労
、
与
其
費
用
・
執
俘
・
折
馘
之
数
、
皆
露
布
以
聞
、
乃
告
太
�
。

元
帥
凱
旋
之
日
、
天
子
遣
使
郊
労
、
有
司
先
献
捷
於
太
�
、
又
告
斉
太
公

�
。（
諸
軍
将
若
須
入
朝
奏
事
、
則
先
状
奏
聞
。）

（
２
）『
文
苑
英
華
』
巻
六
四
七
・
駱
賓
王
「
兵
部
奏
姚
州
破
賊
設
蒙
倹
等
露
布
」

で
は
、
行
軍
司
馬
・
守
�
州
長
史
の
梁
待
璧
が
派
遣
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
３
）『
開
元
礼
』
巻
八
四
・
軍
礼
「
平
蕩
寇
賊
宣
露
布
」

其
日
、
守
宮
量
設
群
官
次
。
露
布
至
、
兵
部
侍
郎
奉
以
奏
聞
、
仍
承
制
集

文
武
群
官
・
客
使
於
東
朝
堂
。
群
官
・
客
使
至
倶
就
次
、
各
服
其
服
。
奉

礼
設
群
官
版
位
於
東
朝
堂
之
前
、
近
南
、
文
東
武
西
、
重
行
北
向
、
相
対

為
首
。
又
設
客
使
之
位
、
如
常
儀
。
設
中
書
令
位
於
群
官
之
北
、
南
向
。

量
時
刻
、
吏
部
・
兵
部
賛
群
官
・
客
使
出
次
、
謁
者
賛
引
、
各
引
就
位
立

定
。
中
書
令
受
露
布
置
於
案
、
令
史
二
人
絳
公
服
、
対
挙
之
。
典
謁
引
中

書
令
、
挙
案
者
従
之
、
出
就
南
面
位
。
持
案
者
立
於
中
書
令
西
南
、
東
面

立
定
。
持
案
者
進
中
書
令
前
、
中
書
令
取
露
布
、
持
案
者
退
復
位
。
中
書

令
称
「
有
制
」。
群
官
・
客
使
皆
再
拝
。
中
書
令
宣
露
布
訖
、
群
官
・
客

使
皆
再
拝
、
舞
踏
訖
、
又
再
拝
。
謁
者
引
兵
部
尚
書
、
進
中
書
令
前
、
受

露
布
退
復
位
。
兵
部
侍
郎
前
受
之
、
典
謁
引
中
書
令
入
。
謁
者
引
群
官
・

客
使
、
各
還
次
。

（
４
）「
群
官
・
客
使
」
の
な
か
に
は
、
地
方
州
県
か
ら
派
遣
さ
れ
る
朝
集
使
が
含

ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
村
裕
一
氏
に
よ
る
と
、
こ

の
儀
礼
に
お
い
て
宣
布
さ
れ
た
露
布
は
写
本
が
作
成
さ
れ
、
地
方
州
県
に
も

伝
達
さ
れ
た
と
い
う
〔
中
村
一
九
九
一
・
一
二
二
〜
一
二
四
頁
〕。
し
た
が
っ

て
地
方
州
県
に
は
、
儀
礼
へ
の
出
席
お
よ
び
文
書
自
体
の
授
受
と
い
う
回
路

を
通
じ
て
、
捷
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
５
）『
唐
会
要
』
巻
六
三
・
史
館
上
・
諸
司
応
送
史
館
事
例

蕃
夷
入
寇
及
来
降
（
表
状
、
中
書
録
状
報
。
露
布
、
兵
部
録
報
。
軍
還
日
、

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
―
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軍
将
具
録
陥
破
城
堡
、
傷
殺
吏
人
、
掠
�
畜
産
、
并
報
。）

ま
た
、
史
館
が
軍
事
案
件
の
記
録
保
存
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
唐
六
典
』
巻
九
・
史
館
の
以
下
の
規
定
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。

史
官
掌
修
国
史
、
不
虚
美
、
不
隠
悪
、
直
書
其
事
。
凡
天
地
日
月
之
祥
、

山
川
封
域
之
分
、
昭
穆
継
代
之
序
、
礼
楽
師
旅
之
事
、
誅
賞
廃
興
之
政
、

皆
本
於
起
居
注
以
為
実
録
、
然
後
立
編
年
之
体
、
為
褒
貶
焉
。

（
６
）『
唐
六
典
』
巻
一
四
・
太
常
寺
・
太
常
卿

凡
大
駕
巡
幸
、
出
師
克
獲
、
皆
択
日
告
于
太
�
。

張
九
齢
「
勅
択
日
告
�
」（『
曲
江
集
』
巻
七
）

勅
。
辺
境
為
患
、
莫
甚
於
林
胡
。
朝
廷
是
虞
、
幾
煩
於
将
帥
。
車
徒
�
出
、

芻
粟
載
労
。
使
燕
趙
黎
氓
、
略
無
寧
歳
。
而
山
戎
種
落
、
常
為
匪
人
。
近

有
野
心
、
窮
而
帰
我
。
曾
是
懐
附
、
毎
所
撫
柔
。
而
不
変
�
音
、
輒
為
獣

搏
。
幽
州
節
度
使
副
大
使
張
守
珪
等
、
乗
間
電
発
、
表
裏
奮
討
。
積
年
逋

誅
、
一
朝
翦
滅
。
則
東
北
之
�
、
便
以
廓
清
。
河
朔
之
人
、
差
寛
征
戍
。

此
皆
上
憑
九
�
之
略
、
下
仗
群
帥
之
功
。
今
其
凱
旋
、
敢
不
以
献
。
宜
択

吉
日
告
九
�
、
所
司
準
式
。

（
７
）『
開
元
礼
』
巻
八
七
「
制
遣
大
将
有
司
宜
於
太
社
」

若
凱
旋
、
惟
陳
俘
馘
及
軍
実
於
北
門
之
外
、
南
面
東
上
。
其
告
礼
如
上
儀
。

其
祝
版
燔
於
斎
所
。

『
開
元
礼
』
巻
八
八
「
制
遣
大
将
有
司
告
於
太
�
」

若
凱
旋
、
惟
陳
俘
馘
及
軍
実
於
南
門
之
外
、
北
面
西
上
。
其
告
礼
如
常
儀
。

（
８
）
陸
贄
の
場
合
、
同
巻
に
「
告
謝
肅
宗
�
文
」「
告
謝
代
宗
�
文
」
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
玄
宗
�
へ
の
告
文
と
同
じ
様
式
で
書
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
告
謝
昊
天
上
帝
冊
文
」
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
告
天
儀
礼
は
発
兵
時
の
み
、

凱
旋
後
の
告
礼
は
太
�
・
太
社
の
み
」
が
原
則
で
あ
っ
た
〔
丸
橋
二
〇
一

三
〕。
き
わ
め
て
稀
有
な
凱
旋
告
天
の
祝
文
と
し
て
、
以
下
に
原
文
を
特
記

し
て
お
く
。

維
貞
元
元
年
歳
次
乙
丑
十
一
月
癸
巳
朔
十
一
日
癸
卯
。
嗣
天
子
臣
某
。
敢

昭
告
于
昊
天
上
帝
。
顧
惟
寡
昧
。
不
克
明
道
。
丕
膺
眷
命
。
俾
作
神
主
。

常
恐
獲
�
上
下
。
而
播
災
於
人
。
兢
兢
業
業
。
夙
夜
祗
畏
。
居
位
五
祀
。

徳
香
蔑
聞
。
皇
霊
不
�
。
是
用
大
�
。
殷
憂
播
蕩
。
踰
歴
三
時
。
誠
懼
烈

祖
之
耿
光
。
墜
而
不
耀
。
側
身
思
咎
。
庶
補
将
来
。
上
帝
顧
懐
。
誘
衷
悔

禍
。
勦
兇
慝
之
凌
暴
。
雪
人
神
之
憤
恥
。
旧
物
不
改
。
神
心
載
新
。
茲
乃

九
�
遺
休
。
兆
人
介
福
。
以
臣
之
責
。
其
何
解
焉
。
間
属
寇
虞
。
久
稽
告

謝
。
今
近
郊
甫
定
。
長
至
在
辰
。
謹
以
玉
帛
犧
牲
。
粢
盛
庶
品
。
冀
憑
�

燎
。
式
薦
至
誠
。
太
祖
景
皇
帝
配
神
作
主
。
尚
饗
。

（
９
）『
開
元
礼
』
巻
八
二
「
皇
帝
親
征
宜
于
大
社
」

太
祝
持
版
、
進
於
神
座
之
右
、
西
面
跪
読
祝
文
（
其
祝
文
臨
時
撰
、
告
以

親
征
之
意
）。

（
１０
）
太
�
・
太
社
以
外
に
も
、
南
郊
や
帝
陵
で
告
功
儀
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
稀

に
あ
っ
た
（
告
天
・
謁
陵
）。
凱
旋
告
天
の
実
例
と
し
て
は
、
総
章
元
年
（
六

六
八
）
の
高
句
麗
平
定
時
、
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
に
お
い
て
安
史
の
乱
軍

よ
り
長
安
を
奪
取
し
た
際
（
四
川
よ
り
宰
相
を
派
遣
し
有
司
摂
事
）、
貞
元

元
年
（
七
八
五
）
に
お
け
る
朱
�
・
李
懐
光
の
乱
平
定
時
（
前
註
８
陸
贄
の

祝
文
が
残
る
）、
元
和
一
四
年
（
八
一
九
）
の
李
師
道
鎮
圧
時
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
凱
旋
謁
陵
に
つ
い
て
は
、
永
徽
元
年
（
六
五
〇
）
の
突
厥
車
鼻
可

汗
捕
縛
・
護
送
時
、
顕
慶
三
年
（
六
五
八
）
の
突
厥
阿
支
那
賀
魯
捕
縛
・
護

社
会
文
化
論
集

第
十
一
号

二
〇
一
五
年
三
月
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送
時
、
総
章
元
年
（
六
六
八
）
の
高
句
麗
捕
虜
護
送
時
に
、
い
ず
れ
も
昭
陵

で
行
わ
れ
て
い
る
。

（
１１
）
葉
昌
熾
『
語
石
』
巻
一

隋
以
前
碑
無
行
書
。
以
行
書
写
碑
、
自
唐
太
宗
晋
祠
銘
始
。
高
宗
之
万
年

宮
銘
、
紀
功
頌
、
英
国
公
李
勣
碑
、
皆
行
書
也
。

（
１２
）
湖
南
省
永
州
市
の
�
溪
碑
林
に
今
日
ま
で
残
さ
れ
、
文
絶
・
字
絶
・
石
絶
の

「
磨
崖
三
絶
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

（
１３
）「
敕
建
広
武
山
観
音
寺
碣
」「
等
慈
寺
碑
」「
昭
仁
寺
碑
」「
大
唐
紀
功
頌
」「
李

晟
東
渭
橋
紀
功
碑
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

（
１４
）「
可
汗
山
銘
」「
姜
行
本
紀
功
碑
」「
唐
劉
仁
願
紀
功
碑
」「
平
百
済
碑
」「
平

淮
西
碑
」「
平
蛮
頌
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

（
１５
）「
開
元
紀
功
徳
頌
」「
韋
皐
紀
功
碑
」「
幽
州
紀
聖
功
碑
」
が
こ
れ
に
該
当
す

る
。

（
１６
）
李
徳
裕
「
幽
州
紀
聖
功
碑
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
（『
会
昌
一
品
集
』
巻
二

「
幽
州
紀
聖
功
碑
銘
�
序
」）

幽
州
盧
龍
軍
帥
検
校
尚
書
右
僕
射
張
公
仲
武
、
往
年
修
献
捷
之
礼
、
今
歳

有
銘
勲
之
請
。

（
１７
）
次
の
二
例
は
そ
れ
ぞ
れ
、
戦
争
を
主
導
し
た
宰
相
が
積
極
的
に
発
議
に
関
わ
っ

た
事
例
、
中
央
官
僚
全
体
か
ら
刻
石
の
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
事
例
で
あ
る
。

前
者
の
場
合
は
、
張
九
齢
の
上
請
に
対
す
る
玄
宗
の
批
答
も
残
さ
れ
て
い
る

（『
曲
江
集
』
巻
一
三
・
玄
宗
御
批
）

・
張
九
齢
「
開
元
紀
功
徳
頌
」
の
場
合
（『
曲
江
集
』
巻
一
三
「
請
東
北
将

刊
石
紀
功
徳
�
」）

右
。
奚
及
契
丹
尢
近
辺
鄙
、
侵
軼
是
慮
、
式
遏
成
労
。
臣
庶
常
情
、
惟

欲
防
禦
、
所
謂
長
策
、
無
出
此
者
。
陛
下
独
断
宸
襟
、
高
奪
群
議
。
以

為
頓
兵
塞
下
、
転
粟
辺
軍
、
曠
日
持
久
、
役
無
寧
�
。
不
若
因
利
乗
便
、

一
挙
遂
平
。
使
遷
善
者
自
新
、
為
悪
者
就
戮
。
事
若
不
爾
、
無
息
我
人
。

且
令
大
兵
臨
之
、
凶
徒
必
潰
、
不
出
此
歳
、
当
並
成
擒
。
臣
等
初
奉
聖

謀
、
高
深
未
測
。
及
聞
凱
捷
、
�
候
不
差
。
而
両
蕃
遺
�
、
莫
不
稽
�
。

縁
辺
戍
卒
、
咸
以
返
耕
。
臥
鼓
滅
烽
、
誠
自
此
始
。
斯
皆
陛
下
睿
謀
先

定
、
神
武
非
常
。
観
変
早
於
未
萌
、
必
取
預
於
無
象
。
伏
以
成
功
不
宰
、

君
人
所
以
為
量
、
有
美
不
宣
、
臣
子
所
以
成
罪
。
臣
雖
蒙
瞽
、
安
敢
無

言
。
既
預
聞
始
謀
。
又
幸
見
成
事
。
豈
可
使
天
功
虚
往
、
而
日
用
不
知
。

竹
帛
相
伝
、
復
紀
何
事
。
請
具
�
宣
付
史
館
、
垂
示
将
来
。
仍
請
将
吏

等
刊
石
勒
頌
、
以
紀
功
�
。
臣
某
等
不
勝
区
区
�
躍
之
至
。
謹
奉
�
以

聞
。
謹
奏
。

・
韓
愈
「
平
淮
西
碑
」
の
場
合
（『
新
唐
書
』
巻
二
一
四
・
呉
元
済
伝
）

既
還
奏
、
群
臣
請
紀
聖
功
、
被
之
金
石
。
皇
帝
以
命
臣
〔
韓
〕
愈
…

（
１８
）
次
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
徳
宗
が
建
碑
を
主
導
し
た
事
例
で
あ
る
。

・「
贈
太
尉
段
秀
実
紀
功
碑
」
の
場
合
（『
新
唐
書
』
巻
一
五
三
・
段
秀
実
伝
）

帝
還
都
、
又
詔
致
祭
、
旌
其
門
閭
、
親
銘
其
碑
云
。

・「
西
平
王
李
晟
東
渭
橋
紀
功
碑
」
の
場
合
（『
新
唐
書
』
巻
一
五
四
・
李
晟

伝
）帝

至
自
梁
、
晟
以
戎
服
見
三
橋
、
帝
駐
馬
労
之
。
晟
再
拜
頓
首
、
賀
克

殄
大
盜
、
�
朝
安
復
、
已
即
跪
陳
「
備
爪
牙
臣
、
不
能
指
日
破
賊
、
致

乘
輿
再
狩
、
乃
臣
不
任
職
之
咎
、
敢
請
死
。」
伏
道
左
、
帝
為
掩
涕
、
命

給
事
中
斉
映
起
之
、
使
就
位
。
有
詔
賜
第
永
崇
里
・
�
陽
上
田
・
延
平

門
之
林
園
・
女
樂
一
列
。
晟
入
第
、
京
兆
供
帳
、
教
坊
鼓
吹
迎
導
、
詔

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
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将
相
送
之
。
帝
紀
其
功
、
自
文
于
碑
、
敕
皇
太
子
書
、
立
于
東
渭
橋
、

以
示
後
世
云
。

（
１９
）
唐
代
の
建
碑
が
考
功
に
よ
る
審
査
を
要
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
顧
炎
武
が
以

下
の
よ
う
に
詳
細
に
考
証
し
て
い
る
（『
日
知
録
』
巻
二
二
「
生
碑
」）

唐
武
后
聖
暦
二
年
制
「
州
県
長
吏
、
非
奉
有
勅
旨
、
毋
得
擅
立
碑
。」
劉

禹
錫
「
高
陵
令
劉
君
遺
愛
碑
序
」
曰
「
太
和
四
年
、
高
陵
人
李
仕
清
等
六

十
三
人
、
具
前
令
劉
君
之
徳
、
詣
県
、
請
以
金
石
刻
、
県
令
以
状
申
于
府
、

府
以
状
考
于
明
法
吏
、
吏
上
言
。
謹
按
宝
応
詔
書
、
凡
以
政
績
将
立
碑
者
、

具
所
紀
之
文
上
尚
書
考
功
、
有
司
考
其
詞
、
宜
有
紀
者
乃
奏
。
明
年
八
月

庚
午
、
詔
曰
可
。」
旧
唐
書
鄭
瀚
伝
「
改
考
功
員
外
郎
。
刺
史
有
駆
迫
人

吏
上
言
政
績
、
請
刊
石
紀
徳
者
、
瀚
探
得
其
情
、
条
責
廉
使
、
巧
迹
遂
露
。

人
服
其
敏
識
。」
是
唐
時
頌
官
長
徳
政
之
碑
必
上
考
功
、
奉
旨
乃
得
立
。

…
…

文
中
の
聖
暦
二
年
制
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
六
・
同
年
二
年
八
月
条
に
、

劉
君
遺
愛
碑
は
『
劉
夢
得
集
』
巻
二
八
に
見
え
る
。
な
お
同
碑
に
引
か
れ
た

「
宝
応
詔
書
」
は
典
拠
不
詳
。

（
２０
）
た
だ
し
「
李
宝
臣
紀
功
碑
」
は
、
李
宝
臣
自
身
が
い
わ
ゆ
る
反
側
藩
鎮
で
あ

り
、
撰
者
も
同
道
の
幕
職
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
廷
が
ど
こ
ま
で
主
導
性

を
発
揮
し
得
た
か
、
判
断
に
留
保
が
必
要
で
あ
る
。

（
２１
）
韓
愈
「
進
撰
平
淮
西
碑
文
表
」（『
昌
黎
集
』
巻
三
八
）、
李
徳
裕
「
進
幽
州

紀
聖
功
碑
文
�
」（『
会
昌
一
品
集
』
巻
一
八
）
は
、
碑
文
原
案
と
は
別
に
添

付
さ
れ
て
い
た
進
状
の
実
例
で
あ
る
。

（
２２
）『
唐
六
典
』
巻
一
〇
・
秘
書
省
著
作
局

著
作
郎
掌
修
撰
碑
誌
・
祝
文
・
祭
文
、
与
佐
郎
分
判
局
事
。

（
２３
）「
韋
皐
紀
功
碑
」
の
碑
陽
に
は
徳
宗
御
製
碑
文
が
、
碑
陰
に
は
韋
皐
か
ら
の

謝
表
と
徳
宗
か
ら
の
批
答
が
刻
ま
れ
て
い
る
（『
金
石
萃
編
』
巻
一
〇
五
「
韋

皋
紀
功
碑
」
王
昶
按
語
）。

（
２４
）『
旧
唐
書
』
巻
一
六
〇
・
韓
愈
伝

淮
・
蔡
平
、
十
二
月
随
〔
裴
〕
度
還
朝
、
以
功
授
刑
部
侍
郎
、
仍
詔
愈
撰

平
淮
西
碑
、
其
辞
多
叙
裴
度
事
。
時
先
入
蔡
州
擒
呉
元
済
、
李
愬
功
第
一
、

愬
不
平
之
。
愬
妻
出
入
禁
中
、
因
訴
碑
辞
不
実
、
詔
令
磨
愈
文
。
憲
宗
命

翰
林
学
士
段
文
昌
重
撰
文
勒
石
。

（
２５
）『
旧
唐
書
』
巻
二
八
・
音
楽
志
一

貞
観
元
年
、
宴
群
臣
、
始
奏
秦
王
破
陣
之
曲
。
太
宗
謂
侍
臣
曰
「
朕
昔
在

藩
、
�
有
征
討
、
世
間
遂
有
此
楽
、
豈
意
今
日
登
於
雅
楽
。
然
其
発
揚
蹈

�
、
雖
異
文
容
、
功
業
由
之
、
致
有
今
日
、
所
以
被
於
楽
章
、
示
不
忘
於

本
也
。」
…
…
其
後
令
魏
徴
・
虞
世
南
・
�
亮
・
李
百
薬
改
制
歌
辞
、
更

名
七
徳
之
舞
、
増
舞
者
至
百
二
十
人
、
被
甲
執
戟
、
以
象
戦
陣
之
法
焉
。

な
お
破
陣
楽
に
関
連
し
て
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
・
礼
楽
志
一
一
に
は
次

の
よ
う
な
出
来
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

後
令
魏
徴
与
員
外
散
騎
常
侍
�
亮
・
員
外
散
騎
常
侍
虞
世
南
・
太
子
右
庶

子
李
百
薬
更
製
歌
辞
、
名
曰
七
�
舞
。
舞
初
成
、
観
者
皆
扼
腕
踊
躍
、
諸

将
上
寿
、
群
臣
称
万
歳
、
蛮
夷
在
庭
者
請
相
率
以
舞
。
太
常
卿
蕭
�
曰

「
楽
所
以
美
盛
徳
形
容
、
而
有
所
未
尽
、
陛
下
破
劉
武
周
・
薛
挙
・
竇
建

�
・
王
世
充
、
願
図
其
状
以
識
。」
帝
曰
「
方
四
海
未
定
、
攻
伐
以
平
禍

乱
、
製
楽
陳
其
梗
概
而
已
。
若
備
写
禽
獲
、
今
将
相
有
嘗
為
其
臣
者
、
観

之
有
所
不
忍
、
我
不
為
也
。」
自
是
元
日
・
冬
至
朝
会
慶
賀
、
与
九
功
舞

同
奏
。
…
…
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軍
楽
だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
太
常
卿
の
蕭
�
が
、
群
雄
撃
破
の

場
面
を
描
い
た
図
画
の
制
作
を
提
案
し
た
の
に
対
し
、
太
宗
は
群
雄
の
旧
臣

で
現
在
唐
に
仕
え
て
い
る
者
の
心
中
を
慮
り
、
そ
れ
を
斥
け
た
と
い
う
。「
戦

争
の
記
憶
」
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
、
王
朝
側
が
多
面
的
な
配
慮
を
し
て
い

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

（
２６
）
後
註
２７
の
太
常
礼
院
上
奏
文
に
は
、
唐
朝
初
期
の
戦
争
に
お
い
て
凱
歌
演
奏

の
も
と
で
凱
旋
儀
礼
を
挙
行
し
た
例
が
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
２７
）『
旧
唐
書
』
巻
二
八
・
音
楽
志
一

大
和
三
年
八
月
、
太
常
礼
院
奏
「
…
…
是
則
歴
代
献
捷
、
必
有
凱
歌
。
太

宗
平
東
都
、
破
宋
金
剛
、
其
後
蘇
定
方
執
賀
魯
、
李
勣
平
高
麗
、
皆
備
軍

容
凱
歌
入
京
師
。
謹
検
貞
観
・
顕
慶
・
開
元
礼
書
、
並
無
儀
注
。
今
参
酌

今
古
、
備
其
陳
設
及
奏
歌
曲
之
儀
如
後
。
凡
命
将
征
討
、
有
大
功
献
俘
馘

者
、
其
日
備
神
策
兵
衛
於
東
門
外
、
如
献
俘
常
儀
。
其
凱
楽
用
鐃
吹
二
部
、

笛
・
篳
篥
・
簫
・
笳
・
鐃
・
鼓
、
毎
色
二
人
、
歌
工
二
十
四
人
。
楽
工
等

乗
馬
執
樂
器
、
次
第
陳
列
、
如
鹵
簿
之
式
。
鼓
吹
令
丞
前
導
、
分
行
於
兵

馬
俘
馘
之
前
。
将
入
都
門
、
鼓
吹
振
作
、
迭
奏
破
陣
楽
等
四
曲
。
破
陣
楽

・
応
聖
期
両
曲
、
太
常
旧
有
辞
。
賀
朝
歓
・
君
臣
同
慶
楽
、
今
撰
補
之
。

破
陣
楽
「
受
律
辞
元
首
、
相
将
討
叛
臣
。
咸
歌
破
陣
楽
、
共
賞
太
平
人
。」

応
聖
期
「
聖
徳
期
昌
運
、
雍
熙
万
宇
清
。
乾
坤
資
化
育
、
海
岳
共
休
明
。

闢
土
忻
耕
稼
、
銷
戈
遂
偃
兵
。
殊
方
歌
帝
沢
、
執
贄
賀
昇
平
。」
賀
朝
歓

「
四
海
皇
風
被
、
千
年
徳
水
清
、
戎
衣
更
不
著
、
今
日
告
功
成
。」
君
臣
同

慶
楽
「
主
聖
開
昌
暦
、
臣
忠
奏
大
猷
。
君
看
偃
革
後
、
便
是
太
平
秋
。」
候

行
至
太
社
及
太
�
門
、
工
人
下
馬
、
陳
列
於
門
外
。
候
告
献
礼
畢
、
復
導

引
奏
曲
如
儀
。
至
皇
帝
所
御
楼
前
兵
仗
旌
門
外
二
十
歩
、
楽
工
皆
下
馬
徐

行
前
進
。
兵
部
尚
書
介
冑
執
鉞
、
於
旌
門
内
中
路
前
導
。
次
協
律
郎
二
人
、

公
服
執
麾
、
亦
於
門
下
分
導
。
鼓
吹
令
丞
引
楽
工
等
至
位
立
定
。
太
常
卿

於
楽
工
之
前
跪
、
具
官
臣
某
奏
事
、
請
奏
凱
楽
。
協
律
郎
挙
麾
、
鼓
吹
大

振
作
、
遍
奏
破
陣
楽
等
四
曲
。
楽
�
、
協
律
郎
偃
麾
、
太
常
卿
又
跪
奏
凱

楽
畢
。
兵
部
尚
書
・
太
常
卿
退
、
楽
工
等
並
出
旌
門
外
訖
、
然
後
引
俘
馘

入
献
及
称
賀
如
別
儀
。
別
有
献
俘
馘
儀
注
。
俟
俘
囚
引
出
方
退
。
請
宣
付

当
司
、
編
入
新
礼
、
仍
令
楽
工
教
習
。」
依
奏
。

（
２８
）『
新
唐
書
』
巻
二
二
・
礼
楽
志

大
暦
元
年
、
又
有
広
平
太
一
楽
。
涼
州
曲
、
本
西
涼
所
献
也
。
其
声
本
宮

調
、
有
大
遍
・
小
遍
。
貞
元
初
、
楽
工
康
崑
崙
寓
其
声
於
琵
琶
、
奏
於
玉

宸
殿
、
因
号
玉
宸
宮
調
、
合
諸
楽
、
則
用
黄
鍾
宮
。
其
後
方
鎮
多
製
楽
舞

以
献
。
河
東
節
度
使
馬
燧
献
定
難
曲
。
昭
義
軍
節
度
使
王
虔
休
以
徳
宗
誕

辰
未
有
大
楽
、
乃
作
継
天
誕
聖
楽
、
以
宮
為
調
、
帝
因
作
中
和
楽
舞
。
山

南
節
度
使
于
�
又
献
順
聖
楽
、
曲
将
半
、
而
行
綴
皆
伏
、
一
人
舞
於
中
、

又
令
女
伎
為
�
舞
、
雄
健
壮
妙
、
号
孫
武
順
聖
楽
。

（
２９
）『
旧
唐
書
』
巻
二
八
・
音
楽
志
一

永
�
二
年
十
一
月
、
高
宗
親
祀
南
郊
、
黄
門
侍
郎
宇
文
節
奏
言
「
依
儀
、

明
日
朝
群
臣
、
除
楽
懸
、
請
奏
九
部
楽
。」
上
因
曰
「
破
陣
楽
舞
者
、
情
不

忍
観
、
所
司
更
不
宜
設
。」
言
畢
、
慘
愴
久
之
。

（
３０
）
同
右〔

儀
鳳
〕
三
年
七
月
、
上
在
九
成
宮
咸
亨
殿
宴
集
、
有
韓
王
元
嘉
・
霍
王

元
軌
及
南
北
軍
将
軍
等
。
楽
作
、
太
常
少
卿
韋
万
石
奏
称
「
破
陣
楽
舞
者
、

是
皇
祚
発
跡
所
由
、
宣
揚
宗
祖
盛
烈
、
伝
之
於
後
、
永
永
無
窮
。
自
天
皇

臨
馭
四
海
、
寝
而
不
作
、
既
縁
聖
情
感
愴
、
群
下
無
敢
関
言
。
臣
忝
職
楽

唐
代
に
お
け
る
戦
争
の
記
録
と
記
憶

―
―
露
布
・
史
書
・
紀
功
碑
・
軍
楽
―
―

八
〇



司
、
廃
缺
是
懼
。
依
礼
、
祭
之
日
、
天
子
親
総
干
戚
以
舞
先
祖
之
楽
、
与

天
下
同
楽
之
也
。
今
破
陣
楽
久
廃
、
群
下
無
所
称
述
、
将
何
以
発
孝
思
之

情
。」
上
矍
然
改
容
、
俯
遂
所
請
、
有
制
令
奏
楽
舞
、
既
畢
、
上
欷
歔
感

咽
、
涕
泗
交
流
、
臣
下
悲
涙
、
莫
能
仰
視
。
久
之
、
顧
謂
両
王
曰
「
不
見

此
楽
、
垂
三
十
年
、
乍
此
観
聴
、
実
深
哀
感
。
追
思
往
日
、
王
業
艱
難
勤

苦
若
此
、
朕
今
嗣
守
洪
業
、
可
忘
武
功
。
古
人
云
『
富
貴
不
与
驕
奢
期
、

驕
奢
自
至
。』
朕
謂
時
見
此
舞
、
以
自
誡
勗
、
冀
無
盈
滿
之
過
、
非
為
歓
楽

奏
陳
之
耳
。」
侍
宴
群
臣
咸
呼
万
�
。
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